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第２期米原市子ども・子育て支援事業計画中間見直しについて 

 

 

１ これまでの経過について 

 

令和４年６月～７月  中間見直しの方針検討 

令和４年８月 25 日  第１回子ども・子育て審議会（見直し方針） 

令和４年９月～12月 各所属による評価・検証、計画見直し案の作成 

令和４年 12 月 21 日  第２回子ども・子育て審議会（見直し案） 

令和５年１月４、16 日  部長会議（見直し案） 

令和５年１月 18 日  市議会健康福祉教育常任委員会 委員会協議会 

令和５年１月～２月  パブリックコメント 

令和５年１月～２月  変更協議（滋賀県） 

令和５年３月 27 日  第３回子ども・子育て審議会 

令和５年３月末    計画提出（滋賀県） 

 

■【変更点】教育・保育の提供体制の１提供区域から２提供区域への変更について      

12 月 21 日に審議いただきました第２期米原市子ども・子育て支援事業計画の中間見直しに

ついて、市部長会議、米原市議会委員会協議会での意見を踏まえて、当初案では旧米原町を２

地域に分ける案としていましたが、他の計画での区域分けや人の流れ等を考慮し、２地域に分

けずに米原地域として、次のとおり変更しました。 

変更前          変更後 

・山東、伊吹、米原地域（河南小学校区） 

・近江、米原地域（米原小学校区） 

・山東、伊吹地域 

・近江、米原地域 

（ただし、利用者の希望区域を制限するものではない。） 

 

 

■パブリックコメントの実施について                                 

 令和５年１月 23 日（月）～２月 10 日（金）まで実施し、意見や回答は別添１のとおりです。 

 

 

■滋賀県との事業計画の変更協議について                               

 令和５年１月 23日付け、子ども・子育て支援法第 61条第１項の規定に基づく米原市子ども子

育て支援事業計画の変更協議書を県へ提出し、別添２のとおり令和５年２月６日付けで県から意

見を申し添えて計画の変更案を了承いただきました。 
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【参考資料】 

 

▽提供区域別 入園申込者数の推移  

山東・伊吹地域                           （単位：人） 

 

 

近江・米原地域                           （単位：人） 

 

 

▽提供区域を２区域とした場合の利用定員と教育・保育ニーズとの差引（利用定員—利用ニーズ） 

                                    （単位：人）  

 
 
《参考》 
▽１提供区域の場合の利用定員と教育・保育ニーズとの差引          （単位：人） 

 
 

 

提供区域 年齢(歳児) R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11
0 ▲ 6 ▲ 6 ▲ 5 2 ▲ 2 ▲ 3 5 ▲ 1
1,2 ▲ 6 0 0 2 8 7 14 17
3~5 137 133 144 66 51 61 87 77
0 ▲ 11 ▲ 4 ▲ 20 ▲ 10 ▲ 4 ▲ 22 ▲ 24 ▲ 7
1,2 26 16 22 24 9 6 ▲ 5 ▲ 28
3~5 84 128 147 162 170 141 111 137

山東伊吹

米原近江

提供区域 年齢(歳児) R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11
0 ▲ 17 ▲ 10 ▲ 25 ▲ 8 ▲ 6 ▲ 25 ▲ 19 ▲ 8
1,2 20 16 22 26 17 13 9 ▲ 11
3~5 221 261 291 228 221 202 198 214

市内全域

466 478 480 
425 438 430 

389 402 

910 
859 850 823 824 

874 917 897 



（様式第３号）

令和５年(2023年)２月15日

「第２期米原市子ども・子育て支援事業計画中間見直し（案）」についての米原市パブリックコメントに対して

提出された意見等とその意見等に対する市の考え方および検討結果について

案　 件　 名　： 　第２期米原市子ども・子育て支援事業計画中間見直し（案）

意見募集期間　： 　令和５年１月23日（月）　～　令和５年２月10日（金）

所　 管　 課　： 　くらし支援部　こども未来局　子育て支援課

提出された意見
の数（人数）

1

提出された意見等の内容 意見等を受けて市が検討した結果 意見等に対する市の考え方

事業計画書のところどころに「量の見込み」の文言が使われ
ていますが、誤りではないとしても人を対象とする表現とし
ては相応しくないように思えます。今回の見直しを機に文言
を改めてはどうでしょうか。
　今回のパブリックコメントを機に、事業計画書の本編に目
を通しましたが、子どもの数を「量の見込み」とした表現が
散見され、人をまるで品物として扱っているかのような感覚
を覚えました。またこの表現には行政のお仕着せも感じら
れ、事業が煩わしいことのようにも受け取れます。本編を読
み終えてもこの文言が頭に残り、
不快な気分が消えません。
　「見込み人数」「予想人数」など、他に好ましい表現があ
ると思います。ご検討ください。

案のとおりとします。 　子ども・子育て支援法第61条第１項におい
て、市町村は国が示す基本指針に即して、５
年を１期とする市町村子ども・子育て支援事
業計画を策定することが義務付けられていま
す。この計画の中では、教育や保育、地域子
ども・子育て支援事業の「量の見込み」やそ
れに対する「確保方策」について定めること
になっています。
　この計画で用語として使用する「量の見込
み」とは、子育て中の保護者へのニーズ調査
などを通じて、教育や保育、地域子ども・子
育て支援事業の現在の利用状況や将来の利用
希望等を把握し、その結果を踏まえて推計す
るものであり、法に定められた表現であるこ
とから、案のとおりとします。

別添１



提出された意見
の数（人数）

提出された意見等の内容 意見等を受けて市が検討した結果 意見等に対する市の考え方

1

1

　市内保育所等の保育士の数（配置基準）
は、厚生労働省が定める児童福祉施設の設備
及び運営に関する基準で定められている配置
基準の下限を基本として運営していますが、
３歳児については、園児15人につき保育士1
人を配置しています。
　保育人材の確保については、賃金改善や労
働環境の改善等、処遇改善の取組みを今後も
進めていきます。

今回の子ども・子育て支援事業計画見直し案に関する意見か
ら発散してしまいますが、昨年米原市に移住し２人の子供を
育てる者として、米原市で住み続けることの不安や危機感を
表現させていただきました。
素人意見で大変恐れ入りますが、ご一読いただけると幸いで
す。
＜要望１子育て世帯の経済的負担の軽減＞
　米原市が課題に挙げている0歳～2歳の幼児保育ニーズ増加
の要因として、女性の社会進出や核家族化だけでなく、共働
きでなければ子供を養うことができないという経済的事情も
大きく影響しているのではないかと考えております。
　つきましては、0歳～2歳の幼児保育ニーズ増加を抑制する
ために子育ての経済的負担軽減が必要だと考えておりますの
で、支援の拡充を米原市で実施いただくことを要望します。
【支援拡充例】
・0歳の子供に対して月1万円、1歳～中学生の子供に対して月
5,000円の児童手当拡充
・おむつや食料品などの現物支給　など

案のとおりとします。 　こどもまんなか社会の実現を目指し、令和
５年４月にこども家庭庁が発足します。ま
た、国は少子化対策を最重要政策に位置づ
け、児童手当を中心とした経済的支援の強化
や幼児教育や保育サービスの充実等について
議論が始まっています。
　御要望いただいた子育て世帯の経済的負担
軽減については、貴重な御意見として、国の
動向等を注視しながら今後の参考とさせてい
ただきます。

＜要望２保育士の待遇改善＞
　米原市が課題に挙げている0～2歳の乳幼児保育ニーズ増加
の課題を解決するには、子育ての経済的負担軽減に加え、保
育士人材の確保も併せて行う必要があると考えております。
　国の定める保育士配置基準では、0歳児3人につき保育士1
人、1～2歳児6人につき保育士1人を配置することとなってお
りますが、令和2年にまとめられた「滋賀県保育士実態調査報
告書」では望ましいと思う配置基準と国の配置基準との間に
乖離があることが明らかになっています。
　また、保育士人材の賃金は低い水準にあり、労働環境につ
いての不満で一番多いのが給与であると同報告書に記されて
おります。
　これらの問題を改善しなければ米原市の保育体制を確保す
るのが困難になるのではないかと危惧しております。
　つきましては、保育士人材の待遇を改善し、待機児童が発
生しない体制を整えていただくことを要望します。

案のとおりとします。



提出された意見
の数（人数）

提出された意見等の内容 意見等を受けて市が検討した結果 意見等に対する市の考え方

1

提出者　２人

案のとおりとします。 　歳出の見直しや生産年齢人口を増やすため
の施策に対する御要望については、貴重な御
意見としてお聞きし、各事業担当課とも共有
させていただきます。
　なお、本市では教育や保育、地域の子育て
支援についてさらに取り組んでいくため、令
和５年度から「第３期米原市子ども・子育て
支援事業計画」の策定に着手します。

　（４件）

＜要望３米原市における子ども・子育て支援の持続可能性強
化＞
　子ども・子育て支援を持続可能なものにするには、継続的
な財源の確保が必要だと考えております。つきましては、ま
ずは歳出の見直しをしていただき、子供・子育て支援に充て
ることを要望します。
　また、継続的な財源確保のため、生産年齢人口を増やすた
めの政策を要望します。
【歳出見直しの例】
・「令和２年度　財政状況資料集」によると、人口千人当た
りの職員数が類似団体内平均値より多く、人件費の歳出が多
くなっているため、適正な職員数に見直す。
・農業に対する補助を取り止め、要望１で述べた現物支給
（例えば、米）を米原産にすることで、農家を守りつつ、子
供・子育て支援を拡充する。　など
【生産年齢人口を増やすための政策の例 】
・米原市が行っている「新幹線通勤者定期券等補助金」は、
地の利を生かした政策として注目している。一方で、補助額
の少なさ（月額2万円上限）や期間の短さ（最大24月）から若
者世帯の移住促進に繋がっているのかという疑念を抱いてい
る。補助額の見直し又はJRと交渉し米原からの新幹線定期代
を安くする等、大阪、京都、名古屋から米原市への移住に繋
がるような政策にしていただく。
・米原市に移住する若年世帯に対し、一定期間住居を無償或
いは格安で提供（空き家なども活用）
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滋 子 青 第 2 3 2 号 

令和５年(2023年)２月６日 

 

 

 

米原市長 平尾 道雄 様 

 

 

 

滋賀県知事  三日月 大造 

 

 

 

子ども・子育て支援法第 61 条第１項の規定に基づく市町子ども・ 

子育て支援事業計画の変更協議について（回答） 

 

 

令和５年１月 23 日付け米子支第 21 号で協議のありました標記のことについ

ては、下記のとおり意見を申し添え、計画の変更案を了承します。 

なお、計画を変更したときは、子ども・子育て支援法第 61 条第 10 項の規定

に基づき、遅滞なく、当職あて提出をお願いします。 

 

 

記 

 

 

 教育・保育の提供の３号認定（０歳児）について、計画最終年度である令和

６年度においても、量の見込みに対し確保方策が不足し、待機児童が生じるこ

ととなるため、早期に確保方策の拡充を図り、待機児童の解消に努められたい。 

 

別添２ 



 

７ 
 

第２期米原市子ども・子育て支援事業計画 中間見直し（新旧対照表） 

頁 当初計画 中間見直し後 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 量の見込みと提供体制 

１ 教育・保育提供区域 

子ども・子育て支援法第 61 条により、「教育・保育の量の見込み」および「確保

方策」を設定する単位として、地理的条件や人口、交通事情その他の社会的条件、

教育・保育施設の整備状況等を総合的に勘案して、教育・保育提供区域を定めます。 

本計画においては、教育・保育提供区域を広く設定することで需給調整の柔軟性

が高くなり、安定して教育・保育を提供できることから、全市を１提供区域とする

教育・保育提供区域を設定します。 

 

２ 幼児期の教育・保育の量の見込みと提供体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 量の見込みと提供体制 

１ 教育・保育提供区域 

子ども・子育て支援法第 61 条により、「教育・保育の量の見込み」および「確保

方策」を設定する単位として、地理的条件や人口、交通事情その他の社会的条件、

教育・保育施設の整備状況等を総合的に勘案して、教育・保育提供区域を定めます。 

本計画においては、保育需要の傾向と課題を把握し、地域の実態に応じた教育・

保育提供区域の設定を行うことで、安定した教育・保育の提供と計画的な対策を講

じることができることから、全市を２提供区域とする教育・保育提供区域を設定し

ます。 

２ 幼児期の教育・保育の量の見込みと提供体制 

▽山東・伊吹 

 

1号認定 1号認定

3-5歳 ０歳 1-2歳 3-5歳 ０歳 1-2歳

教育のみ 幼希望 保育必要 教育のみ 幼希望 保育必要

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

265 26 124 265 26 124

98 0 250 42 115 104 0 249 29 123

15 -16 9 16 -3 1

1号認定

3-5歳 ０歳 1-2歳

教育のみ 幼希望 保育必要

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

252 26 127

81 0 231 29 121

21 -3 6

1号認定 1号認定

3-5歳 ０歳 1-2歳 3-5歳 ０歳 1-2歳

教育のみ 幼希望 保育必要 教育のみ 幼希望 保育必要

80 0 239 32 127 80 0 228 31 127

252 26 127 252 26 127

13 -6 0 24 -5 0

③ 利用者数【人】（実績）

令和２年度 令和３年度

2号認定 3号認定 2号認定 3号認定

3-5歳 3-5歳

保育必要 保育必要

① 量の見込み【人】

② 確保の内容【人】 200 200

② － ③ 102 96

令和４年度

2号認定 3号認定

3-5歳

保育必要

① 量の見込み【人】

② 確保の内容【人】 200

③ 利用者数【人】(見込み)

② － ③ 119

② － ① 120 120

令和５年度 令和６年度

2号認定 3号認定 2号認定 3号認定

3-5歳 3-5歳

保育必要 保育必要

① 量の見込み【人】

② 確保の内容【人】 200 200
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［提供体制確保の方向性］ 

○保育ニーズの変化を踏まえ、定期的に利用定員の見直しを行うとともに、私立

保育所の幼保連携型認定こども園への移行や民間事業者が行う新たな施設整

備を支援します。 

○３号認定については、年度途中での入所にも対応できるよう、利用しやすい環

境の充実に努めます。 

○人材確保については、保育士や幼稚園教諭免許の有資格者、子育て支援員等の

保育人材確保策を強化するとともに、働きやすい職場に向けて労働環境の改

善を図り、離職防止に努めます。 

 

 

 

 

 

▽近江・米原 

 
 

［提供体制確保の方向性］ 

○保育ニーズの変化を踏まえ、定期的に利用定員の見直しを行うとともに、私立 

保育所の幼保連携型認定こども園への移行や民間事業者が行う新たな施設整 

備を支援します。 

○３号認定については、年度途中での入所にも対応できるよう、利用しやすい環 

境の充実に努めます。 

○人材確保については、保育士や幼稚園教諭免許の有資格者、子育て支援員等の 

保育人材確保策を強化するとともに、働きやすい職場に向けて労働環境の改善を

図り、離職防止に努めます。 

 〇特に低年齢児の教育・保育ニーズの増加に伴う確保方策については、今後の動

向を踏まえ、利用定員内の余剰分を調整しながら弾力的な対応を行い、第３期

米原市子ども・子育て支援事業計画において見直しを行います。 
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67 ３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制 

 

(１)利用者支援に関する事業 

［事業の概要］ 

子どもまたはその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支

援事業等の情報提供等および必要に応じた相談や助言等を行うととともに、関

係機関との連絡調整を行う事業です。 

 

［量の見込みと確保方策］ 

 

 

［提供体制確保の方向性］ 

○利用者支援事業については、現在は、出生数の多い米原・近江地域の相談拠

点として、米原げんきステーション内に子育て世代包括支援センターを設置

し、基本型・母子保健型の利用者支援事業を一体的に実施することで、妊娠

期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を実施しています。 

○子育て世代包括支援センターが市内４か所の地域子育て支援センターを巡回

するなど身近な地域で支援を展開します。 

３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制 

 

(１)利用者支援に関する事業 

［事業の概要］ 

子どもまたはその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支  

援事業等の情報提供等および必要に応じた相談や助言等を行うととともに、関係機

関との連絡調整を行う事業です。 

 

［量の見込みと確保方策］ 

 

 

［提供体制確保の方向性］ 

○利用者支援事業については、市民交流プラザ（ルッチプラザ）内に子育て世代

包括支援センターを設置し、基本型・母子保健型の利用者支援事業を一体的に

実施することで、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を実施

しています。 

○子育て世代包括支援センターが市内４か所の地域子育て支援センターを巡回 

するなど身近な地域で支援を展開します。 

 

 

70 (６)子育て短期支援事業 

［事業の概要］ 

 保護者の疾病等の理由により、家庭において養育を受けることが一時的に困難

となった児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業です。 

具体的な事業としては、短期入所生活援助事業（ショートステイ事業）および夜

間養護等事業（トワイライトステイ事業）があります。 

 

 

(６)子育て短期支援事業 

［事業の概要］ 

 保護者の疾病等の理由により、家庭において養育を受けることが一時的に困難 

となった児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業です。 

具体的な事業としては、短期入所生活援助事業（ショートステイ事業）および夜  

間養護等事業（トワイライトステイ事業）があります。 
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［提供体制確保の方向性］ 

 〇今後ニーズが増大してきた場合には、近隣市町とも連携しながら提供体制を

確保するよう検討していきます。 

 

［量の見込みと確保方策］ 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み【人】（利用者数） － － ２ ２ ２ 

確保方策【人】（延べ利用人数） － － ６ ６ ６ 

確保方策【か所】 － － ３ ３ ３ 

 

［提供体制確保の方向性］ 

 〇短期入所生活援助事業（ショートステイ事業）については、令和４年度から近隣

市町の児童養護施設等や市内の里親といった提供体制を確保していきます。 

 〇夜間養護等事業（トワイライトステイ事業）については、今後ニーズが増大して

きた場合には、近隣市町とも連携しながら提供体制を確保するよう検討してい

きます。 

 

71 (８)―１幼稚園型一時預かり事業 

［事業の概要］ 

 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった在園児について、主と

して昼間に幼稚園等で一時的に預かり、必要な保護を行う事業です。 

 

［量の見込みと確保方策］ 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み【人】 

（延べ利用者数） 4,567 4,555 4,504 4,492 4,469 

確保方策【人】 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 

 

［提供体制確保の方向性］ 

 〇利用ニーズの増加に対し、可能な限り対応できるよう人材の確保に努め、受

入れ体制を整備します。 

(８)―１幼稚園型一時預かり事業 

［事業の概要］ 

 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった在園児について、主と 

して昼間に幼稚園等で一時的に預かり、必要な保護を行う事業です。 

 

［量の見込みと確保方策］ 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み【人】 

（延べ利用者数） 4,567 4,555 4,504 6,800 6,800 

確保方策【人】 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 

 

［提供体制確保の方向性］ 

 〇利用ニーズの増加に対し、可能な限り対応できるよう人材の確保に努め、受入れ

体制を整備します。 

 

72 (９)延長保育事業 

［事業の概要］ 

 保育認定を受けた子どもについて、通常の利用時間以外において、認定こども

園や保育所等で保育を実施する事業です。 

(９)延長保育事業 

［事業の概要］ 

 保育認定を受けた子どもについて、通常の利用時間以外において、認定こども園や

保育所等で保育を実施する事業です。 
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［量の見込みと確保方策］ 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み【人】 

（延べ利用者数） 225 245 267 234 255 

確保方策【人】 300 300 300 300 300 

確保方策【か所】 10 10 10 10 10 

 

［提供体制確保の方向性］ 

 〇市外で就労し、長時間の保育を必要としている子育て家庭を支援するため、

全園で 12 時間までの延長保育を実施できるよう、実施施設の拡大とニーズ

に応じた対応の充実に努めます。 

［量の見込みと確保方策］ 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み【人】 

（延べ利用者数） 225 245 267 450 450 

確保方策【人】 300 300 300 450 450 

確保方策【か所】 10 10 10 10 10 

 

［提供体制確保の方向性］ 

 〇市外で就労し、長時間の保育を必要としている子育て家庭を支援するため、全園

で 12 時間までの延長保育を実施できるよう、実施施設の拡大とニーズに応じた

対応の充実に努めます。 

 

73 (11)放課後児童健全育成事業【放課後児童クラブ】 

［事業の概要］ 

保護者が就労等で昼間家庭にいない児童に対し、学校の授業終了後に小学校

の余裕教室等を利用して生活と遊びの場を提供する事業です。 

 

［量の見込みと確保方策］ 

 学年 
令和２

年度 

令和３

年度 

令和４

年度 

令和５

年度 

令和６ 

年度  

量 の 見

込 み

【人】 

１年生 191 197 209 208 222 

２年生 186 191 195 205 202 

３年生 168 183 189 193 203 

４年生 123 137 149 154 158 

５年生 126 95 105 115 118 

６年生 77 82 61 68 74 

合計 871 885 908 943 977 

確 保 方

策【人】 
合計 840 850 990 990 990 

確保方策【か所】 10 10 11 11 11 
 

(11)放課後児童健全育成事業【放課後児童クラブ】 

［事業の概要］ 

保護者が就労等で昼間家庭にいない児童に対し、学校の授業終了後に小学校の余

裕教室等を利用して生活と遊びの場を提供する事業です。 

 

［量の見込みと確保方策］ 

 学年 
令和２

年度 

令和３

年度 

令和４

年度 

令和５

年度 

令和６

年度 

量 の 見

込 み

【人】 

１年生 191 197 209 217 233 

２年生 186 191 195 212 203 

３年生 168 183 189 208 224 

４年生 123 137 149 167 182 

５年生 126 95 105 86 71 

６年生 77 82 61 56 63 

合計 871 885 908 946 976 

確 保 方

策【人】 
合計 840 850 990 990 990 

確保方策【か所】 10 10 11 10 10 
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 ［提供体制の方向性］ 

 ○利用希望者の増加に伴い、施設の改修等定員数の拡大を進め、受け皿の確保に

努めていきます。特に米原小学校区では住宅開発に伴う小学生の増加により、

入会希望児童数の増加が見込まれることから、施設の整備、新規委託先の開拓

および民間児童クラブの参入促進を進めます。 

 

［提供体制の方向性］ 

 ○利用希望者の増加に伴い、施設の改修等定員数の拡大を進め、受け皿の確保に 

努めていきます。特に米原小学校区では住宅開発に伴う小学生の増加により、 

入会希望児童数の増加が見込まれることから、施設の整備、新規委託先の開拓 

および民間児童クラブの参入促進を進めます。 

 

 


